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北九州市食品衛生に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年５月６日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第２８号

  北九州市食品衛生に関する規則の一部を改正する規則

北九州市食品衛生に関する規則（平成１２年北九州市規則第３６号）の一部

を次のように改正する。

第２条中「の規定による」を「に規定する」に、「の設置」を「の選任」に

、「食品衛生管理者設置（変更）届」を「食品衛生管理者選任（変更）届」に

改める。

第３条第１項中「第６７条第１項」を「第６７条」に、「営業許可申請書」

を「営業許可申請書（新規・更新）」に、「別表第１」を「別表」に改め、同

条第３項中「営業の許可を受けた者又は営業の許可を受けた者の地位を承継し

た者」を「法第５５条第１項の許可を受けた者」に、「営業者」を「許可営業

者」に改め、同条第４項中「営業者」を「許可営業者」に、「営業所」を「施

設」に、「、営業許可の番号及びその年月日並びに」を「並びに当該施設の許

可の番号、当該許可を受けた年月日及び当該」に改める。

第４条及び第５条を削る。

第６条の見出し中「営業」を「手数料」に改め、同条各項中「別表第１」を

「別表」に改め、同条を第４条とし、同条の次に次の１条を加える。

（営業の届出）

第５条 省令第７０条の２の営業の届出は、営業届を市長に提出することによ

ってしなければならない。

 第７条の見出し中「営業者の」を削り、同条中「法第５３条第２項」を「省

令第６８条から第７０条まで」に改め、「営業の許可を受けた者の」を削り、

同条を第６条とし、同条の次に次の１条を加える。

 （申請事項の変更等の届出）

第７条 省令第７１条に規定する変更の届出は、変更を生じた日から１０日以

内に、変更届を市長に提出することによってしなければならない。

２ 許可営業者又は届出営業者（法第５７条第１項の規定による届出をした者

をいう。以下同じ。）は、３０日以上休業しようとするときは、あらかじめ

、休業届を市長に提出しなければならない。

 第８条を次のように改める。

 （廃業の届出）

第８条 省令第７１条の２に規定する廃業の届出は、廃業により営業を継続す
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ることができない事情が生じた日から１０日以内に、廃業届を市長に提出す

ることによってしなければならない。

２ 前項に規定する廃業届の提出は、許可営業者又は届出営業者が死亡した場

合（法人にあっては、解散した場合）において、その地位を承継する者がい

ないときは、その相続人又は同居の親族（法人にあっては、清算人）が行う

ものとする。

 第９条及び第１０条を削る。

第１１条各項中「営業者」を「許可営業者」に改め、同条を第９条とし、第

１２条を第１０条とし、第１３条を第１１条とする。

第１４条第１号及び第２号を次のように改める。

（１） 食品衛生管理者選任（変更）届

（２） 営業許可申請書（新規・更新）

第１４条第５号を次のように改める。

（５） 営業届

第１４条第７号を次のように改める。

（７） 変更届

 第１４条中第９号及び第１０号を削り、第８号を第９号とし、第７号の次に

次の１号を加える。

（８） 休業届

第１４条中第１１号を第１０号とし、第１２号を第１１号とし、同条を第１

２条とし、第１５条を第１３条とする。

   付 則

 この規則は、令和３年６月１日から施行する。
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北九州市告示第１８７号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。

  令和３年５月６日

北九州市長 北 橋 健 治  

薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

株式会社別院通り

薬局 

北九州市門司区原町別院１８番６

号 

令和３年５月

１日 

博愛薬局相生店 北九州市八幡西区相生町５番８号 令和３年５月

１日 
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北九州市告示第１８８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立総合療育センター及び北九州市立総合療育センター西部分所の手

数料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和３年５月６日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

社会福祉法人北九州市

福祉事業団 

北九州市八幡東区中央

二丁目１番１号 

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１８９号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  令和３年５月６日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

コストコホールセール

北九州倉庫店薬局 

北九州市八幡西区本城学研台一丁

目２番１２号 

令和３年５

月１日 

おおはた薬局 北九州市八幡西区幸町二丁目１番

２７号 

令和３年５

月１日 

２ 訪問看護（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション

はな門司 

北九州市門司区柳町一丁目７番２

４号 

令和３年５

月１日 

かなえ訪問看護ステー

ション 

北九州市小倉北区中井口３番４４

号 

令和３年５

月１日 
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北九州市公告第２９３号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年５月６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

イオンモール八幡東 

  北九州市八幡東区東田三丁目２番１号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

  代表取締役 長島 巌 

３ 変更した事項 

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法 

人にあっては代表者の氏名 

 （１） 変更前 

   イオン九州株式会社 

   福岡市博多区博多駅南二丁目９番１１号 

   代表取締役 柴田祐司 

   他６９者 

 （２） 変更後 

   イオン九州株式会社 

   福岡市博多区博多駅南二丁目９番１１号 

   代表取締役 柴田祐司 

   他６６者 

４ 変更の年月日 

  令和３年３月３１日 

５ 変更する理由 

  営業政策のため。 

６ 届出年月日 
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令和３年４月２２日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和３年９月６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎

日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和３年９月６日までに北九州市産業経

済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出

すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 

9



北九州市公告第２９４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和３年５月６日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市八幡西区楠橋南三丁目７番

１及び７番３から７番２８まで、金

剛三丁目６番１、６番３から６番１

０まで、２３８２番３及び２３８２

番６から２３８２番１０まで並びに

野面一丁目２３８１番１、２３８１

番９から２３８１番２６まで及び２

３８３番４のうち 

新潟市中央区一番堀通町３番地１

０ 

株式会社 福田組 

代表取締役社長 荒明正紀 
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北九州市公告第２９５号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和３年５月６日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 調達内容 

（１） 特定役務の名称及び数量 

   区役所国保年金課及び国保事務センター業務委託 一式 

 （２） 履行の内容等 入札仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結日から令和６年９月３０日まで 

 （４） 履行場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

          小倉北区役所国保年金課 

          北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

          小倉南区役所国保年金課 

          北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

          八幡西区役所国保年金課 

          北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

          保健福祉局健康医療部保険年金課及び健康推進課（国保 

事務センター） 

（５） 入札方法 落札者の決定は、総合評価競争方式をもって行うので、 

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類及び入札書（以下「総合評

価のための書類」という。）を提出すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の
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規定に該当しない者であること。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和３年

５月２６日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格申請を行

わなければならない。 

４ 総合評価のための書類の提出場所等 

（１） 契約条項を示す場所及び日時 

 ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

      北九州市保健福祉局健康医療部保険年金課 

 イ 日時 この公告の日から令和３年６月２３日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（２） 入札関係資料の交付方法 北九州市保健福祉局健康医療部保険年

金課のホームページからダウンロードすることができる。ただし、これ

により難い場合は、前号アの場所において無償で交付する。 

  北九州市保健福祉局健康医療部保険年金課のホームページ 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/ho-nenkin.html 

（３） 競争参加の申請書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を

希望する者は、令和３年５月２６日の午後５時までに競争参加の申請書

を北九州市保健福祉局健康医療部保険年金課に提出しなければならない

。 

（４） 入札説明会 入札説明会は実施しない。 

（５） 郵送による場合の総合評価のための書類の受領期限 第１号アの

場所に書留郵便により、令和３年６月２２日の午後５時までに必着のこ

と。 

（６） 入札及び開札の場所及び日時 

 ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

      北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室 

 イ 日時 令和３年６月２３日午後３時 

５ その他 
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（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

 ア 言語 日本語 

 イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

 ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

 イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

 ウ 入札仕様書記載の入札者に要求される義務を履行しなかった者がした

入札 

 エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４） 落札者の決定方法 

 ア 物品等の調達における総合評価競争方式試行要領第３条及び第４条に

定めるとおり、入札及び開札にて入札者に総合評価のための書類をもっ

て申込みをさせ総合評価を行い、総合評価の方法によって得られた総合

評価点数の最も高いものを落札者とする。 

 イ 詳しくは入札説明書による。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

（８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

  北九州市保健福祉局健康医療部保険年金課 

  〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

  電話 ０９３－５８２－２４１５ 

６ Summary 

（１） Ward Office Subcontract for the National Health Insurance 

Pension Division, and the National Health Insurance Office Center  

（２） Tender Submission Deadline (in-person) 

3:00p.m. on June 23, 2021 
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（３） Tender Submission Deadline (by mail) 

5:00p.m. on June 22, 2021 

（４） For inquiries, contact the secretariat at: 

 National Health Insurance and Pension Division, 

Public Health and Welfare Bureau, 

City of Kitakyushu 
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